
- 1 - 

船舶事故調査報告書 

 

                             平成２６年５月２２日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２５年９月９日（月） １０時００分ごろ 

発生場所 愛媛県今治市伯方
は か た

港東北東方沖 

 伯方港一文字防波堤北灯台から真方位０７５°１.３海里（Ｍ）付

近 

 （概位 北緯３４°１２.７′ 東経１３３°０９.３′） 

事故調査の経過  平成２５年１１月１１日、本事故の調査を担当する主管調査官（広

島事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ プレジャーボート 工藤
く ど う

丸、５トン未満 

２７０－３２８５８愛媛、個人所有 

   ６.３９ｍ（Lr）×１.６９ｍ×０.４５ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、６６.２０kＷ、昭和６３年４月 

Ｂ プレジャーボート 布刈
め か り

、５トン未満 

   ２７１－２７７３５広島、個人所有 

   ５.４１ｍ（Lr）×１.９８ｍ×０.８５ｍ、ＦＲＰ 

ガソリン機関、３６.８０kＷ、平成６年７月 

Ｃ プレジャーボート ＭＡＤＯＮＮＡ
マ ド ン ナ

、５トン未満 

２７３－５９２６広島、個人所有 

   ５.３８ｍ（Lr）×１.９５ｍ×０.８７ｍ、ＦＲＰ 

   ガソリン機関、４４.１０kＷ、平成４年２月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ６６歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和４９年１１月３０日 

    免許証交付日 平成２１年４月８日 

           （平成２７年３月８日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ６９歳 

二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和５２年７月８日 

    免許証交付日 平成２１年１１月５日 

           （平成２７年１０月２２日まで有効） 

Ｃ 船長Ｃ 男性 ６６歳 
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二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和６２年５月１３日 

    免許証交付日 平成２３年６月１５日 

           （平成２９年５月１２日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 船首部に擦過傷、右舷船尾部に設置されたスパンカーステーを切

断、同ステー取付け台座に破損 

Ｂ なし 

Ｃ 右舷船尾ハンドレールに曲損、同ハンドレール基部に破損 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、伯方港東北東方沖において、流

し釣りを行っている小型船群の中を潮上りのため、約２～３ノット

（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で手動操舵によって南西進中、船

長Ａが、前方に小型船を多数認めていたが、注意して船と船の間を航行

すれば、衝突することはないものと思い、前方を見ながら航行した。 

 船長Ａは、ふと後方を振り向いたところ、右舷船尾至近にＢ船を認め

たが、何をすることもできず、平成２５年９月９日１０時００分ご

ろ、伯方港一文字防波堤北灯台から真方位０７５°１.３Ｍ付近にお

いて、Ａ船の右舷船尾部に設置されたスパンカーステーとＢ船の船首

部とが衝突し、続いてＡ船の船首部とＣ船の右舷船尾部とが衝突し

た。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、伯方港東北東方沖において、流

し釣りを行っている小型船群の中を東方に流されながら釣り中、船長Ｂ

が、左舷方から接近するＡ船を認めたものの、右舷方から接近する釣り

船の方が気になり、その船にＢ船から離れるように呼び掛けても、離れ

ないので、その船から少し離そうと思って前進をかけたところ、Ｂ船と

Ａ船とが衝突した。 

 Ｃ船は、船長Ｃが１人で乗り組み、伯方港東北東方沖において、流

し釣りを行っている小型船群の中を東方に流されながら釣り中、船長Ｃ

が、釣り上げた魚から針を外していたところ、右舷方至近にＡ船を認

めたが、何もすることができず、Ｃ船とＡ船とが衝突した。 

船長Ａは、海上保安庁に本事故の発生を連絡し、その後、Ａ船が愛

媛県上島
かみじま

町生
いき

名
な

港に、Ｂ船が広島県尾道市中浜港に、Ｃ船が広島県三

原市のマリーナにそれぞれ着いた。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 東、風力 ３、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ、潮流 東流約２kn 

 その他の事項 

 

 

 本事故発生場所付近では、約２０～３０隻の小型船が密集して流し

釣りを行っていた。 

 Ａ船は汽笛があり、Ｂ船及びＣ船は汽笛がなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 

Ａ あり、Ｂ あり、Ｃ あり 
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 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

Ａ なし、Ｂ なし、Ｃ なし 

Ａ なし、Ｂ なし、Ｃ なし 

 Ａ船は、伯方港東北東方沖において、流し釣りを行っている小型船

群の中を南西進中、船長Ａが、前方に小型船を多数認めていたが、注意

して船と船の間を航行すれば、衝突することはないものと思い、前方に

注意を向けていたことから、後方を振り向いた際、右舷船尾至近にＢ船

を認めることとなり、Ｂ船と衝突し、続いてＣ船と衝突したものと考

えられる。 

 Ｂ船は、伯方港東北東方沖において、流し釣りを行っている小型船

群の中を東方に流されながら釣り中、船長Ｂが、左舷方から接近するＡ

船を認めたが、右舷方から接近する釣り船に注意を向けていたことか

ら、左舷方にＡ船が接近したことに気付いておらず、接近する釣り船か

ら離そうと思って前進をかけたところ、Ａ船と衝突したものと考えら

れる。 

 Ｃ船は、伯方港東北東方沖において、流し釣りを行っている小型船

群の中を東方に流されながら釣り中、船長Ｃが、釣り上げた魚から針を

外していたことから、Ａ船に気付かず、Ａ船と衝突したものと考えら

れる。 

原因  本事故は、伯方港東北東方沖において、小型船が密集して流し釣り

を行っていた状況下、Ａ船が南西進中、Ｂ船及びＣ船が東方に流され

ながら釣り中、船長Ａが前方に注意を向け、また、船長Ｂが右舷方から

接近する釣り船に注意を向け、さらに、船長Ｃが釣り上げた魚から針

を外していたため、Ａ船とＢ船とが、続いてＡ船とＣ船とが衝突した

ことにより発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・小型船が密集して釣りを行っている場所においては、常時、見張

りを適切に行い、また、釣り場を移動する場合は、できる限り広

い水域を航行すること。 

 

 


